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議 事 の 要 旨 

 

開会 

 

１ 協議事項（１）令和５年度 相模原市地域交通活性化協議会予算（案）について 

協議事項について、資料に基づき事務局より説明を行った。 

（生田委員）歳出の部では、主に事業者支援事業に要する経費が見込まれており、事務費と

事業費の予算のみ計上されている。会場使用料など、当協議会の運営費用に要する経費は

計上されていないが、この予算（案）とは別立てで用意があるということでよいか確認し

たい。 

（事務局）お見込みのとおり。当協議会の運営に要する経費は、市の予算で別に確保してお

り、今回の予算(案)は、あくまで「地域内フィーダー系統確保維持事業」に関連する歳入

歳出を計上している。 

（会長）他に質疑などがなければ、協議事項（１）について、決を採らせていただく。 

 

 （結果）出席委員の全会一致の同意により承認。 

 

 

２ 協議事項（２）地域公共交通確保維持改善事業について 

協議事項について、資料に基づき事務局より説明を行った。 

（会長）質疑などがなければ、事務局から示されている資料２－１は、昨年度の申請様式を

基に作成しており、今後、国から示される様式が変更となった場合、これに伴う修正は事

務局に一任すること、また、バリアフリー化設備等整備事業に係る計画については、金額

等を記載する必要があるが、国の内示に合わせて事務的に追記するものであるため事務局

に一任すること、という条件も含め、決を採らせていただく。 

 

 （結果）出席委員の全会一致の同意により承認。 

 

 

３ 協議事項（３）コミュニティバスの運賃改定について 

協議事項について、資料に基づき事務局より説明を行った。 

（会長）運賃改定に合わせて、金額式ＩＣ定期券及び神奈中オフピークチケットを導入予定

とのことだが、今後、運行事業者に対して発行する「道路運送法第９条第４項及び同法施

行規則第９条第２項に掲げる協議が調っていることの証明書」には、当該定期券に関する

情報などは付記するのか確認したい。 

（橋山委員）今回は、あくまで参考資料として示されているので、詳細は添付されていない



が、実際に証明書を発行いただく際には、定期券に関する情報も登載いただく予定である。 

 

（大畠委員）運賃改定により、事業者が増収となった場合、その部分の取扱いはどうなるの

か。公費負担額に反映されるのか。 

（事務局）反映する予定である。 

（大畠委員）つまり、増収になると、公費負担が減るということでよいか。 

（事務局）お見込みのとおりである。 

 

（会長）運賃改定は重大事項ではあるが、今回は、近隣の路線バスの運賃改定に合わせたも

のであるとのことである。他に質疑等がなければ決を採らせていただく。なお、今後、協

議会として「協議が調っていることの証明書」を発行するが、軽微な修正については、会

長及び事務局に御一任いただくことを含めて承認可否を確認させていただく。 

 

 （結果）出席委員の全会一致の同意により承認。 

 

 

４ 報告事項（１）コミュニティ交通の運行継続について 

報告事項について、資料に基づき事務局より説明を行った。 

（橋山委員）生活交通維持確保路線について、継続基準を達成していない路線があり、今後、

地域における利用促進協議会の立ち上げなどに取り組まれるとのことである。その点につ

いて、いつまでに立ち上げるなどという時期的な目途、目標はあるか。 

（事務局）時期的な目標は持っていない。「三ヶ木～東野・月夜野線」については、協議会が

立ち上がっているものの、コロナ禍において、対面での協議や利用促進に繋がる取組を行

うことができなかった。今後、いわゆるアフターコロナで日常を取り戻していく中で、地

域との連携を深め、利用促進に向けて取り組んでまいりたい。 

 

 

５ 報告事項（２）篠原地区デマンドタクシーの今後の対応について 

報告事項について、資料に基づき事務局より説明を行った。 

（梶田委員）令和６年度は、現在の運行事業者に継続いただけるとのことである。今回、事

業者からの撤退の意思表示を受け、調整を行ってきたとのことであるが、調整結果として、

今後の運行継続に向けて状況は好転しているのか。 

（事務局）事業者とは様々な調整をさせていただいた。運行に際しては多々課題があると伺

ってきたが、今回、双方歩み寄れる範囲で調整が整い、令和６年度については運行を継続

していただけることとなった。令和７年度以降についても、運行を継続いただけるよう調

整を図ってまいりたい。 



 

（宮野委員）前回の協議会では、運行範囲を拡大するといった話もあったかと記憶している

が、その点も含めて、運行事業者との調整が調っているという理解でよいか。 

（事務局）運行範囲の拡大というのは、デマンドタクシーの運行範囲ではなく、乗合タクシ

ーの運行範囲のことであり、デマンドタクシーの継続が出来なかった場合の対応策として、

お示しした案である。今回、デマンドタクシーの運行継続ということで調整が整ったため、

運行範囲に変更はない。 

（宮野委員）これまでどおりの運行範囲ということで承知した。また、令和７年度以降の運

行継続については、現時点では白紙であると理解しているが、継続運行の期待はあるのか。 

（事務局）今回、藤野交通との調整に際しては、大畠委員にも御尽力を賜りながら取り組ん

できた。今後も、タクシー協会とも連携を図らせていただきながら、運行継続に向けた調

整を行ってまいりたい。 

 

（会長）今後、状況が悪化すれば、この場でご報告をいただけると思うが、そうでない場合

にも、適宜、必要に応じてご報告いただきたい。 

 

 

６ 報告事項（３）グリーンスローモビリティ運行実証実験の取組状況について 

報告事項について、資料に基づき事務局より説明を行った。 

（梶田委員）若葉台地区では、ボランティアドライバーも３０名近く集まっており、順調で

あると思うが、新磯地区に関しては、これからアンケートを実施し、運行計画の検討を行

っていく予定とのことで、スケジュール的にはタイトになっている。その上で、現時点で

は順調に検討が進められているという理解でよいか。 

（事務局）現時点では、当初スケジュールから大きく遅延しているという状況にはない。 

（梶田委員）承知した。若葉台地区の実績もあろうと思うので、上手く進めて欲しい。また、

若葉台地区のドライバーに対する講習や保険の対応などはどのようになっているのか。 

（事務局）ドライバー講習については、来月、車両が搬入された段階で実施予定である。保

険については、加入した車両を用意するため、地域の方にはその点は心配なく運行いただ

けるものと考えている。 

 

（生田委員）実証運行では、ドライバーはボランティアとのことであるが、本格運行となっ

た場合には、ドライバーに対して報酬などを支払う形を想定しているのか。また、ボラン

ティアが事故を起こしてしまった場合、責任問題が生じる可能性もあろうと思うが、個人

の責任問題に発展することはないのか。 

  また、昨日、国土交通省が過疎地域のタクシー事業者の認可条件を緩和するとの報道が

あった。車両保有台数が少ない場合でも事業継続できる、また、過疎地域で個人タクシー



が参入できるよう条件緩和を行うとの概要であったと記憶しているが、これらを市はどの

ように捉えているか、ご認識を伺いたい。 

（事務局）まず、運行形態についてだが、実証運行と本格運行で変更する想定はなく、ボラ

ンティアによる運行という形態を継続する予定である。また、事故が起きた際の責任につ

いてだが、どうしても運転手の責任は免れないといった点はあろうが、費用的な負担は生

じないように、十分な保険に加入する予定である。なお、グリーンスローモビリティの導

入検討に際しては、当該車両は低速での走行が前提であるため、重大事故が起こりにくい

といった特徴もあることを考慮して、採用しているものである。 

  国によるタクシー事業者の認可条件緩和については、詳細な情報が確認できた段階で、

必要に応じて検討を行ってまいりたいと考えている。 

（会長）規制緩和等については、有識者検討会でそのような議論が行われているといった程

度の内容であると承知しており、具体的な動きはこれからであろうと思われる。 

 

（大橋委員）グリーンスローモビリティについては、過去、実証実験を拝見したが、主に高

齢者が利用されることが想定され、乗降時に車両の段差に躓く例もあろうと想定されるが、

そういった場面に対する事故防止策は検討されているか。 

（事務局）若葉台地区では、そのような心配もあろうとのことで、ドライバーとは別に介助

者が車両に添乗し、乗降時に補助を行う想定である。新磯地区はそこまでの検討に至って

いないが、主な利用者が高齢者であった場合には、同様の対応ができるよう検討を進めて

まいりたい。 

 

（会長）本件については、今年度、実証運行を各地区２回ずつ行う予定とのことであり、逐

次、この場でご報告いただきたい。 

 

 

７ その他 

 内藤委員代理より富士急バス（株）のバスの運賃改定の申請について情報提供があった。 

 

 

閉会 
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